
中部森林管理局における農林水産省就業体験実習生の募集、決定等について  

 

 農林水産省就業体験実習実施要領（平成15年1月31日付け14農人第1917号農林水産省大臣官房秘

書課長通知。以下「実施要領」という。）第14の（１）に定める中部森林管理局の実施分に係る

実習生の募集・決定の具体的手続及び実習の実施に関する留意すべき事項は、次によることとす

る。 

 

（実習生の募集） 

第１ 実習生の募集は、次により行う。 

（１）森林管理局長は、実習生の受入れについて、受入れ可能な課、森林管理署等名、期間、人

数、実施業務等につき別紙様式１にとりまとめ、林野庁管理課を経由して大臣官房秘書課長

へ報告する。 

（２）森林管理局長は、速やかに大学等及び学生に対して、インターネット等を通じて、実習の

実施を通知する。 

（３）大学等の就職担当部局等は、実習に参加させるものとして推薦する学生を別紙様式２にと

りまとめ、被推薦者毎に別紙様式３を添付して、中部森林管理局長に提出する。ただし、海

外に所在する大学等の学生が実習を希望する場合に限り、学生が直接、森林管理局長に提出

する。 

 

（実習生の決定等） 

第２ 実習生の決定は、次により行う。 

（１）森林管理局長は、受入れ可能人数、学生の希望等を勘案し、受入れの可否を決定する。こ

の際、実習を実施する課、森林管理署等（以下「受入課等」という。）の長による面接を行

うことができる。 

（２）森林管理局長は、別紙様式４により速やかに大学等へ、受入れ可能な学生の氏名及び受入

課等を通知する。当該学生への結果の通知は、各大学等において行うこととする。ただし、

実習生が海外に所在する大学等の学生である場合に限り、森林管理局長は、当該学生に直接

結果を通知するものとする。 

（３）実習生は、実施要領第６の（５）に規定する誓約については、別紙様式５による誓約書に

署名し、森林管理局長に提出することとする。 

 

（実習の実施に係る留意すべき事項） 

第３ 実習の実施方法等は、次のとおりとする。 

（１）森林管理局長は、受入課等の長に、その所属職員（原則として課長補佐クラス）のうちか

ら指導員を指名させる。 

（２）指導員は、別紙様式６により実施要領第７の（３）に規定する実習計画書を実習開始前日

までに森林管理局長に提出するものとする。 

（３）実習生は、実習期間終了後２週間以内に、実習内容に関する報告書（1,000字程度）を作成

し、指導員を経由して森林管理局長に提出することとする。 



（４）指導員は、実習終了後、速やかに実習の結果について別紙様式７により森林管理局長に報

告することとする。 

（５）森林管理局長は、実習終了後、実習の結果について別紙様式８にとりまとめ林野庁管理課

長に報告する。 

（６）実習に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品は森林管理局において準備し、実習生に供

与する。 

（７）指導員は、実施要領第10の趣旨を踏まえ、実習生が省内ＬＡＮシステムを適正に利用でき

るよう措置するとともに、実習生を指導・監督しなければならない。 

（８）実習時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（以下「定時」という。）とし、この

うち午後０時から午後１時までは休憩時間とする。なお、例外的に定時以外にも若干の実習

を行うことがある。 

 

（実習の期間の延長の取扱い） 

第４ 実習要領第４の（２）に基づく実習の期間の延長については、次のとおりとする。 

（１）受入課等の長は、実習生から実習の期間の延長の申出があり、受入課等として延長して受

け入れることができると判断したときは、速やかに森林管理局長に連絡する。 

（２）（１）により、実習の期間の延長の申出について連絡を受けた森林管理局長は、速やかに

実習の期間の延長の申出を行った実習生が所属する大学等に連絡し、当該期間の延長につい

ての可否の判断について伺いを立てるとともに、受入延長を行う期間が実習生が加入する保

険（実施要領第12に定める保険をいう。）の保険期間内であることを確認する。ただし、実

習生が海外に所在する大学等の学生である場合に限り、当該実習生が確認し森林管理局長に

報告する。 

（３）森林管理局長は、（２）において行った実習の期間の延長の可否の判断等を総合的に勘案

し、当該延長の可否について決定するものとする。 

（４）森林管理局長は、（３）の結果について、速やかに受入課等の長及び当該実習生の所属す

る大学等に連絡するものとする。 

（５）（３）において、実習の期間の延長について「可」と判断したときは、中部森林管理局長

は、パソコンの貸出期間の延長等必要な手続を取ることとする。 

 

（実習結果の報告） 

第５ 各大学等は、森林管理局長に、実習の結果の報告を求めることができる。 

 

（特例的な取扱い） 

第６ 第１及び第２の定めるところにかかわらず、実習生の募集及び決定等に関しては、大学等

の事情に基づいて異なる取扱いを定めることができる。 

  



（別紙様式１） 

    年度 インターンシップ受入先一覧 

実習実施機関(局

名) 
受入課等名 所在地 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 署、課等の業務紹介 

        

        

        

        

        

        

        

        

（記載例） 

実習実施機関(局

名) 
受入課等名 所在地 受入期間 人数 実習内容 受入条件等 署、課等の業務紹介 

○○局 
○○署 

○○課 
○○県○○市 

○月○日～○月○

日 

※具体的な受入日

が決定していない

場合は、「○月～○

月」でも可 

2週間 1

森林管理署の業務体験 

・国有林野の森林整備、

製品生産、販売に関する

業務 

・治山事業及び林道事

業に関する業務 

・ニホンジカ被害対策

業務等 

・森林・林業に関心のあ

る方 

・パソコンの基本操作

が可能な方 

・山歩きが可能な方 

・作業着、雨具、地下足

袋（長靴）、軍手、帽子

等の現場作業のできる

装備を準備すること 

○○署は、○○県の国有林

○○万㏊を管理していま

す。 

高齢級の人工林ヒノキの

ブランド化を推進し生産・

販売を行っており、その伐

採・搬出や保育作業等の計

画的な森林整備を行って

います。崩壊した山肌を林

地へ戻すための治山工事

も継続的に実施していま

す。 

                     

  



（別紙様式２） 

 

農林水産省就業体験実習推薦申込書 

 

大学・学部名等：  

統括責任者職名：  

氏名：  

連絡担当者職名：  

氏名：  

住所：  

電話番号：  

メールアドレス：  

 

□「農林水産省就業体験実習実施要領」及び「中部森林管理局における農林水産省就業体験実習生の募集、決定等について」の内容に同意の上、下記学生を推薦します。 

学生氏名 年齢・性別 学年・専攻学科等 
住所 

（市区町村名） 

大学での農林水産省就業体験実

習の取扱いについて 

（単位化予定等） 

備考 

（要望等） 

      

      

      

      

      



（別紙様式３） 

中部森林管理局インターンシップ調書 

ふりがな  
 

氏名  

性別 男 ・ 女 年齢      歳  

連絡先 

     〒 

住所 

 

携帯電話 

番号 連絡がつ

く曜日・時

間帯 

 メールアド 

レス（携帯 

は不可） 

※ご連絡先について支障のない範囲でご記入ください。個人情報ですので取扱いには十分注意いたします。 

所属大学 

大学・大学院名  

学部・学科及び学年  

専攻・所属研究室  

現在の学

習・研究

の具体的

な内容 

 

語学力・

その程度 

外国語名  
他機関・企業等

でのインター

ンシップ経験 

 

英検、TOEIC、TOEFL 等  

特技等  

注目している

時事問題や本

等 

 

 

１．インターンシップを応募した理由や志望動機（インターンシップを行う上での目的、目標など）※300 字程度 

 

▽次ページ（２枚目）に続きます▽ 

写真貼付欄 

カラー、枠に収まる大き

さで貼り付けてくださ

い。スマートフォン撮影

等でも可です。 



２．インターンシップで希望する業務分野等 

 

 

３．インターンシップを希望する課又は森林管理（支）署等名及び志望理由 

希望順位 

受入課等名 

（希望する期間（○

～△週間など）） 

志望理由 

１   

２   

３   

上記希望先以外でもインターンシップを 希望する  希望しない 

※どちらにもチェックがない場合には、「希望しない」とさせていただきます。 

※受入先、受入時期等の調整のために、担当者からご連絡する場合がありますので、ご協力をお願いします。 

４．自己ＰＲ（学業や課外活動で力を入れていること、自己分析など）※300 字程度 

 

 

  



（別紙様式４） 

 

文書番号 

日  付 

 

大学総括責任者 宛 

 

中部森林管理局長 

 

   農林水産省就業体験実習受入れの決定等について 

 

 貴殿より推薦のあった農林水産省就業体験実習の受入れについては、選考の結果下記の者を受

け入れることとしましたのでお知らせします。 

 なお、「誓約書」の提出については、別途お知らせします。 

 

記 

 

氏  名       受 入 部 署       実 習 期 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別紙様式５） 

 

誓 約 書 

 

 

中部森林管理局長 殿 

 

 

 中部森林管理局において就業体験実習を受けるに当たり、農林水産省就業体験実習実施

要領（平成 15 年１月 31 日 14 農人第 1917 号大臣官房秘書課長通知）及び中部森林管理局

における農林水産省就業体験実習生の募集、決定等について（平成１６年３月３日中部森

林管理局長通知）を理解し、実習生として下記のとおり遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１．実習時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（以下「定時」という。）とし、

このうち午後０時から午後１時までは休憩時間とする。なお、例外的に定時以外にも若

干の実習を行うことがあるので、指導員の指示に従うこと。 

２．実習期間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めること。 

３．実習期間中は農林水産省職員が遵守すべき法令及び規則を守るとともに、実習生とし

ての活動について指導員の指導、監督等に従うこと。 

４．実習期間中は、特定の政治政党、宗教、企業、団体の利益のための行為を行わないこ

と。 

５．森林管理局における実習活動中に知り得た情報（公開されているものを除く。）の開

示については、指導員の指示に従うこと。実習終了後においても、同様とすること。 

６．実習終了後２週間以内に、実習内容に関する報告書（1,000 字程度）を作成し、指導

員を経由して森林管理局長に提出すること。 

７．実習の成果を論文等により外部へ発表する場合には、事前に森林管理局長の承認を受

けること。 

８．病気等のため予定されていた実習を受けられない場合は、あらかじめ、指導員にその

旨を連絡すること。やむを得ない場合は、事後速やかに指導員にその旨を連絡するこ

と。 

９．実習中における関係者等（森林管理局、人物、財物等）に損害を与えた場合は、その

責めは実習生が負うこと。また、これに対する損害、損傷等により被る法律上の損害賠

償に備え、加入している保険の条件等を確認しておくこと。 

 

  年  月  日 

 

大 学 名    学 生 氏 名  （署名） 

  



（別紙様式６） 

 

実 習 計 画 書 

実習生 

受入課署等名      

所属大学名  

氏  名  

指導員 

職  名  

氏  名  

 

実習計 

 

月  日   

 

 

  



（別紙様式７） 

 

インターンシップ受入結果報告 

受入課署等名  

指導員名  

実習生名  

大学学部名         大学        学部  年 

期間    月   日 ～    月   日 

出席情報 
 出席    日 ・ 欠席    日 

 遅刻    日 ・ 早退    日 

評 価 項 目 評価 特記事項 

実習生の 

学習態度 

規律正しい態度であり、実習中支障が

なかった 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

業務内容の的確な理解ができていた 
Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

業務内容に適応した行動であった 
Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

目的意識をもって意欲的に取り組む姿

勢が見られた 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

今後の改善点 

その他（感想・良かった点等自由にご記入下さい。） 

評価：Ａ（優れている）Ｂ（やや優れている）Ｃ（普通）Ｄ（劣っている）の４段階 



（別紙様式８） 

    年度 インターンシップ受入結果一覧 

実習実施機関 

（局名） 
受入課等名 受入期間 人数 実習生の所属大学 実習生の氏名 実習内容 

        

        

        

        

        

        

        

        

（注）各指導員の報告書（別紙様式７）を添付すること。 

 


